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利用までのながれ 

地域密着型特別養護老人ホーム  第 2 清流苑 

～ 入所申込みからご利用までのご案内 ～ 

 

 

 この度は地域密着型特別養護老人ホーム 第 2 清流苑 の入所申込書類をご請求いただき、ありがとうござい

ます。「やさしく・ゆったり・よりそって」の基本理念に基づき、安心して暮らせる街づくりのお役に立てるよう

努めたいと思っております。 

 

 お申込みにあたりましては、申し込み書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、第 2 清流苑までお持ちいた

だくか、ご郵送下さいますようお願いいたします。 

 また、ご来苑・ご見学の際には、事前にお電話にて日時のご連絡をお願いします。その他、ご不明な点などがご

ざいましたら担当の生活相談員までお願いいたします。 

 

 

 

 

①  日高市にお住いの方（住民票がある方） 

②  介護保険上で要介護 3～５と認定されている方で、認定の有効期間等の要件を満たしている方 

 ※要介護１又は要介護 2 の方でも、特例に該当すると判断された場合は入所申し込み出来ます。 

  判断が難しい時には、保険者市町村に意見を求める場合があります。 

  特例での入所が必要な際も同様で、保険者市町村に意見を求める事となります。 

  ③ 入院治療を必要とせず、病状が安定している方  （ 点滴治療・経管栄養・放射線治療など ） 

  ④ 伝染病・感染症疾患で治療を要しない方 

 

 

  ① 入所申込書（その１）から（その４）を記入したもの 

  ② 介護保険証のコピー （３つ折りの保険証を全て開いてコピーしてください） 

  ③ 介護負担割合証のコピー  

  ④  サービス利用表のコピー 

    （担当のケアマネージャーが毎月作成・交付する在宅サービスの利用計画表です。２枚目の別表も

含めて最新のもののコピー。在宅サービスを利用していない、あるいは、施設・病院に長期入所・

入院の方は必要ありません。） 

 

 ※ 上記の書類を揃えて、当施設の受付窓口へ直接お持ちいただくか、ご郵送ください。 

入居の対象となる方 

申込み書類の提出について 



① お申し込み 

② 待 機 登 録 

③ 訪問調査など 

④ 判 定 会 議  

⑤ 書類の提出 

⑥ 入    所 

 

 

 

  ① 日常生活に必要な介護サービス等を、利用者個々の心身の状態に応じて、施設サービス計画書に基

づき、提供いたします。 

 

 

 

  ① 介護保険法に基づく「介護給付対象サービス」の費用 （負担割証により料金が異なります） 

  ② 介護保険対象外サービスの費用    ※ 別紙 料金表をご参照ください 

    （入居一時金等はございません） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① お申込みから入居までに、かなりの期間を要してしまうことがあります。予めご承知おきください。 

 ② お申込み後の状態の変化や、申込み・待機の取り消しについて 

   お申込み後にご本人様の身体状況や介護者の状況に変化があった場合は、必ず施設にご連絡をお願 

いいたします。「入所変更届」「申込取下げ届」がございますが、お電話での連絡でも構いません

施設サービスの内容 

利 用 料 

待機から入所までの流れ 

そ の 他 

提出書類に基づき、埼玉県の基準により優先順位を検討します。 

（優先入所順位検討会議を開催） 

施設から「優先入所順位検討結果通知書」をお送りします。 

※ 申込み書受理後、入所検討会議後に発送（1 週間から１か月） 

 

 

お申し込み 

生活のご様子を確認させていただきます。その際には、日程の連

絡をさせていただくことがあります。 

訪問調査・提出書類の内容等により受け入れの可否の審査 

施設所定の様式で、健康診断書・他をお渡しします。 

契約の締結・利用に関する申し合わせ等の説明 

入所内定の連絡（入居までの準備・入居日時の調整など） 

実際に空きが生じましたら、あらためて施設から連絡します 



衣食住 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の場としての施設・・・ 

～ 居室 ～ 

～ ホール ～ 

～ 廊下 ～ 

～ 浴室 ～ 

～ 機械浴室 ～ 

明るく、広々とした個室（約８畳）をご用意

しております。 

日中、窓からは暖かい日差しが差し込みます。

また、武蔵台を展望することができます。 

マンツーマン対応の個浴でゆっくりと入浴し

ていただくことができます。 

浴室から食堂へつながる廊下で、左右に入居

者様のお部屋がございます。 

ストレッチャーを使用することで、寝たまま

ゆっくりと入浴していただけます。 

 衣  食 
 住 



 

入所を希望される皆様へ  

 

 

 

 

 

 

 

入所をご希望される皆様へ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 密 着 型 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

「第 2清流苑」  



 

はじめに                

 

 

◇  第２清流苑では、随時入所相談・施設見学のご案内を

させていただいております。  

 

 

◇  相互の同意に基づいた適正な入所契約を行うために

は、実際に施設を見学していただき、担当者から詳細

な説明をさせていただき、ご納得いただいた上で入所

申込みをしていただく事が必要だと考えています。  

施設への入所はご本人様にとって大きな生活環境の

変化であり、ご家族様にとっても重要な問題であると

考えています。  

 

 

◇  ご説明させていただく内容は、概ね次の通りです。  

 

 

  １）介護保険施設３種類の概要  

 

  ２）地域密着型特別養護老人ホーム「第2清流苑」  

の入所基準及び、待機者状況  

 

  ３）当苑の介護サービス内容と利用料金  

 

  ４）埼玉県  特別養護老人ホーム  入所基準表  

    第2清流苑  入所規程内容  

 

 

 

 



 

はじめに  ２              

 

 

 

◇  埼玉県内の施設入所の申込みは、埼玉県の入所指針に

基づき実施されています。  

 

 

◇  入所の対象となる方は、要介護度３から要介護度５の

認定を受けている方で、常時介護を必要とし、居宅に

おいて介護を受けることが困難な方となっています。

埼玉県の基準により、入所の必要度が高いと判断され

た方からの入所となり、申し込み順ではありません。 

   

 

 

◇  あらかじめ入所基準についてご理解をいただいた上

で、ご検討・お申し込みをお願いいたします。  

 

 

 

 

◇  入所申込みに際して、他の介護保健施設（介護老人保

健施設・介護療養型医療施設・グループホームなど）

との制度上の違いや、他の特別養護老人ホームのそれ

ぞれの特長などをご承知いただき、さらに当苑のサー

ビス内容や料金体系などをご納得いただいた上で、入

所申込みをしていただきたいと考えています。  

 

 

 

 



 

はじめに  ３              

  

 

 

◇  待機期間中につきましては、ご本人・ご家族様ともに

お悩みが多いと推察しております。入所に至るまでの

様々な援助方法についてのご相談につきましても、遠

慮なくお申し出下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

◇  複数の施設に入所申込みをいただくことは自由です。

各施設をご自身やご家族様の目でご覧になり、担当者

から直接説明を受けた上で、希望の施設を選択されま

すようおすすめ致します。  

 

 

◇  入所につきましては、大変な決断と葛藤があるだろう

と思っております。介護保険制度では、利用者と事業

者との私的契約によってサービスが行われ、利用料の

一部を直接施設にお支払いいただく仕組みです。当苑

といたしましても、利用者に不利益な対応にならない

よう努力を重ねて参りますが、皆様方も様々な施設や

サービスを十分にご理解いただいた上で、ご検討下さ

い。  

 

  ご利用者やご家族の満足度が少しでも高いものにな

りますよう、おすすめさせていただきたいと考えてお

ります。  

 

 

 

 



 

介護施設の種類           

 

 

 

◇  医療対応の濃さなどが異なり、料金にも差が生じます。 

老人保健施設・療養型医療施設（病院の一部）は、治

療やリハビリを目的とした施設であり、永住型ではな

く利用型の施設です。  

療養型医療施設は、病院の一部で医師が常駐しており、

医療的な依存度が高い方でも受け入れ可能なケース

が多く見られます。  

老人保健施設は、リハビリを主に行いながら介護を受

け、在宅復帰を支援する施設です。常勤の医師がおり、

看護師やリハビリの専門スタッフが充実しておりま

す。  

特別養護老人ホームは、居住する施設であり、生活全

般の援助をさせていただきます。勤務する職員はほと

んどが介護職員であり、リハビリを希望される方や医

療的依存度が高い方のお受け入れは困難なケースが

多く見られます。住居としての施設ですから住民票を

移すことも可能で、退所の要素が無ければ永住も可能

です。  

医療の濃さなどによる介護報酬の差があるため、利用

料金に反映されています。  

 

◇  地域密着型特別養護老人ホーム  第２清流苑  

  特別養護老人ホーム清流苑（長期入所75床、短期入

所5床、ユニット型）を母体とし、サテライト型施設

として第２清流苑（長期20床、ユニット型）があり

ます。  

 

 



 

埼玉県  特別養護老人ホーム  
入所基準について  

 

 

◇  評価基準は点数制となっており、入所申込書類にご記

入いただいた内容により採点させていただき、点数の

高い方から優先的に入所していただく仕組みです。  

 

 

◇  評価基準の内容について  

 

１）介護の必要の程度、及び、心身の特性  

要介護度や認知症による不適応行動について評

価された総合点（最高点３４点）  

 

２）介護者の状況  

    主に介護にあたる方・その次に介護にあたる方の

状況を評価した合計点（最高点  ４２点）  

（高齢者のみの世帯、介護する者がいない単身生

活者についての評価もあり）  

 

  ３）在宅介護サービスの利用状況と介護期間  

    月間のサービス利用限度基準額に対する利用率

と介護期間について評価された総合点（最高１４

点）  

 

  ４）本人の住所地  

施設所在地から本人の住所地までの距離を評価

した点数（最高１０点）  

 

 

 



 

第2清流苑の入所規程内容        

 

 

 

◇  第２清流苑の入所規程では、「埼玉県  特別養護老人

ホーム  入所基準」での評価に加えて、下記の３点の

評価規程を設けております。  

 

 

  ①  申込み期間・年齢  

部屋の数に限りがございます。そこで、申し込み

期間の長い方や、ある一定の年齢を超えた方につ

いては独自の採点基準により加点させていただ

きます。  

 

 

 

 

  ②  在宅サービスの利用度  

    介護サービスの連続性や介護環境の継続性を考

慮し、入所希望者が慣れ親しんでいる施設にご入

所いただけるように、優先しております。  

 

 

 

 

 

  ④  性別の考慮  

    同点の有無にかかわらず、男女の割合やユニット

の男女構成等を考慮しております。  

 

 



 

医療行為必要者への対応         
 
 
 

◇  夜間は医師や看護師が勤務しておりません。日中は平

日で２名程度、日祭日は１名の看護師が医療的な対応

を行っている状況を考慮し、次のように規定していま

す。  

  病院などとは異なる「生活の場の施設」であることを

ご理解ください。  

 

 

  １）経管栄養（鼻腔・胃ろうを含む）、カニューレ使

用者、インスリン注射対応者、在宅酸素使用者、

ＩＶＨ使用者、胆汁チューブ使用者、人工透析通

院必要者など、施設での医療的な対応の限界を超

える方については入所することが出来ません。  

 

 

  ２）疥癬などの他者へ感染する可能性がある疾患を有

する場合は、完治するまでは入所することができ

ません。  

 

 

  ３）その他、病状が安定せず入退院を繰り返している

状況の方、お持ちの疾患により専門医への受診等

が必要な方などにつきましては、施設での対応が

可能かどうか個別に相談させていただいておりま

す。  

 

 

 



 

特別な事由による優先入所        

 

 

◇  次に該当する場合は特別な事由による優先入所とな

ります。  

 

１）  家族から遺棄、虐待を受けている場合、認知症

等により意思能力が乏しく、代理する家族が無

いなど、契約の締結ができない場合等の理由に

より行われる「老人福祉法による措置入所」の

場合。  

 

２）  災害・事故等により緊急入所が必要となり、日

高市から依頼を受けた場合。  
 

 

３）  要介護認定更新・変更時に、自立・要支援と判

定され退所された後、再入所が必要となった場

合。  

 

４）  長期入院により退所し、再入所が必要となった

場合。  
 

 

  ５）上記１～４以外の理由により、施設長の申達によ

り入所検討会議で検討し、同意された場合。  

 

◇  要介護度への配慮  

  介護士＋看護師の配置人数は、利用者３人に対して１

人という基準があり、健全な施設経営を維持する見地

より、第２清流苑の平均要介護度を勘案して、入所を

決定していきます。  



 

要介護度１・２の方の特例的な入所要件  

 

 

◇   要介護１又は要介護２の方であっても施設への特

例的な入所（以下「特例入所」という）の要件に該当

すれば入所対象者となります。  

 

 

 

  １） 特例入所の要件に該当することの判定に際して

は以下の事情を考慮する事とします。  

 

   ア  認知症であるものであって、日常生活に支障を来

すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られる事。  

 

   イ  知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を

来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻

繁に見られる事。  

    

   ウ  家族等による申告な虐待等が疑われること等に

より、心身の安全・安心の確保が困難と認められ

ること  

 

   エ  単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である

等により家族等による支援が期待できず、かつ地

域での介護サービスや生活支援の供給が不十分

な状況であると認められる事。  

 

 

 

 



 

 

 

 

◇   要介護１又は要介護２の入所申し込み者が特例入

所者に該当するか否かを判断するにあたっては、以下

のような取扱いにより、施設と入所申し込み者の保険

者市町村との間で情報の共有を行います。  

 

 

 

   ア   要介護１又は要介護２の者から入所申し込み

を受けた時は、保険者市町村に報告します。  

     また、施設は当該申し込み者が特例入所者に該当

するか否かを判断するにあたっては、保険者市町

村に意見を求める事ができます。  

 

   イ   意見を求められた保険者市町村は、地域の居宅

サービスや生活支援等の提供体制の状況、介護支

援専門員等から居宅における生活困難度の聴取

等を踏まえ、施設に対して意見を表明します。  

      なお、保険者市町村は必要に応じて入所検討委

員会に出席し意見を表明できるとしています。  

    

   ウ   施設は、入所順位決定の手続きにおいては、必

要に応じて、「介護の必要の程度」や「家族の状

況」等について、改めて保険者市町村に意見を求

める事があります。  

 

 

 

 

 



 

第２清流苑  入所検討委員会      

 

 

 

◇  「埼玉県入所順位評価基準」に加え、第２清流苑の評

価規程や医療行為必要度等を勘案して、入所の決定を

しております。  

 

 

◇  第2清流苑  入所検討委員会  

 

 

  １）委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護

師、介護支援専門員、管理栄養士、第三者委員な

どで構成されています。  

 

 

  ２）毎月一回、施設内で開催しております。  

 

 

  ３）委員会の審議は、プライバシー保護のため非公開

です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第2清流苑の特徴            

 

 

◇  第2清流苑の特徴  

 

  第2清流苑は、清流苑のサテライト型施設として平成2

6年６月にユニットケアを行う完全個室の２０床を開設

しました。  

  併設事業所としては、1階部分に365日、在宅サービス

が可能な、小規模多機能型居宅サービス武蔵台（登録者数

 ２５名）と、地域の窓口としてご利用いただける、高麗

地域包括支援センターの2つの事業所を構え、3事業が連

携を取ることにより、日高市民の地域サービスのお手伝い

をさせていただければと思います。  

 

 

◇   地域密着型サービスとは  

 住み慣れた自宅や地域での生活の継続することを目的  

としているため、日高市の地域密着型サービスを利用で  

出来る方は、要支援・要介護の認定を受けた日高市民のみ  

の利用となります。  

 

★地域密着型介護老人福祉施設（第２清流苑）  

→定員２９名以下の特別養護老人ホームの事で、主に食事  

入浴・排泄などの生活介護が受けられるサービスです。  

 

★小規模多機能型居宅介護（小規模多機能居宅介護武蔵台）  

→事業所への「通い」を中心として、一人ひとりの生活  

に合わせて、自宅への「訪問」や事業所への「泊り」がで

き、在宅生活を支える２４時間３６５日のサービスです。 

 

 



 

 

 

 

◇  ユニットケア  

 

  ユニットケアとは、お一人お一人の個性や生活のペー

スに合わせて、また、職員や他入所者との人間関係を構築

しながら日常生活を営むことができるように介護を行う

方法です。全室個室で１０名単位と少人数のユニット内に、

リビング・浴室・台所・洗面所・居室・トイレなどが設置

されており、ユニットが１軒の家のような造りになってい

ます。そのため、ユニットの中で生活が完結し、より家庭

に近い環境で生活を営むことができます。ユニットの出入

り口は玄関で、廊下は一般家庭で言うならば外の道路と同

じと考えます。  

 

 

◇  武蔵台病院の関連施設  

 

  医師は常駐しておりませんが、武蔵台病院から嘱託医

が週１回来苑されて、皆様の健康管理がなされます。

他に、歯科医師が週１回来苑され、診察や療養上の指

導がなされております。  

 

 

◇  地域・ボランティアの協力と個別対応  

 

  地域の方々のご協力や、ボランティアの方々のご協力

により、歌や踊り、楽器演奏、絵画教室など、楽しみ

や交流の場も提供しております。  

 

 



 

通院・入院・ターミナルケアなど     

 

 

◇  特別養護老人ホームは、生活施設であり、医療施設で

はありません。  

  従って、必要時には通院・入院をすることがあり、ご

家族がある場合にはご家族様に対応していただきます。 

 

 

◇  入院の場合には、退院の見込みがある方に限り、ベッ

ドを確保させていただきます。３ヶ月以内に退院でき

ない、と医師より診断があった場合には、一旦契約解

除となります。  

  ただし、再度当施設での生活が可能、と医師から診断

を受けた場合には、優先的に入所の準備をさせていた

だきます。その際には入院前と同じお部屋に再入所す

ることは難しくなります。  

 

 

◇  ターミナルケア（終末期の介護）は、その時の病状を

勘案と、ご本人様・ご家族様の意向などによって、施

設で行うことが可能な場合があります。  

 

 

◇  協力病院  

   

武蔵台病院          日高市久保278-12 

  岡村記念クリニック   日高市栗坪230−1 

  旭ヶ丘病院       日高市森戸新田99−1 

武蔵台歯科        日高市武蔵台1-31-8 

 

 



 

利用料金と財産管理方法        
 
 

◇  利用料金について  

 

  別紙「地域密着型特別養護老人ホーム  第２清流苑  

ご利用者料金表」にて説明させていただきます。料金

表にある「１ヶ月あたりの料金の目安」の他に負担と

なる費用としては、当苑ご利用中の方で、概算月あた

り５，０００円～１０，０００円程度となります。（理

美容の実施頻度や服薬内容などの使用の有無により

ます。）  

 

 

◇  財産管理について  

 

  財産管理は、基本的にはご家族様になさっていただき

ます。身寄りの無い方につきましては成年後見人を立

てていただきます。  

  当苑でお預かり、管理させていただくものは日常生活

の範囲のものです。「小口現金」という名目でお預か

りし、一日５０円（月約１，５００円）の管理費をい

ただきます。医療費（外来・処方薬等）・理美容・希

望食・行事活動費・その他ご依頼により購入した物な

どの支払いに充てさせていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 



 

ご本人様・ご家族様へのお願いなど    

 

 

 

◇  可能な範囲で自立を促し、介護の部分について支援を

させていただく施設です。  

  ご自分でできる部分はご自分で行っていただき、直接

的な介護以外の部分につきましてはご家族様に担当

していただきます。  

 

◇  ご家族様の面会は、朝７時～夜２０時で、なるべく多

くの面会をお願いしています。外出や外泊も推奨して

おります。ご家族様とのつながりは、利用者の満足度

を高め、施設生活を安定させるポイントです。  

 

◇  ご家族様には、施設の援助内容をご理解いただき、積

極的に協力していただきます。  

 

◇  入所に際しましては契約書を交わしますが、ご本人様

が契約を理解できない場合などには、ご家族様の代表

者に代理人として対応していただきます。  

 

◇  ご本人様・ご家族様からの意見・提言などは積極的に

受け入れます。（施設玄関に、ご意見箱を設置してお

ります。）  

 

◇  第三者委員による相談窓口を設置しております。遠慮

無くご相談下さい。  

 

 

 

 



 

ご相談・お問い合わせ          

 

 

 

ご不明な点がございましたら、下記にご連絡ください。  

（平日8:30～17:30）  

 

 

担当者  ：地域密着型特別養護老人ホーム  第２清流苑  

                  生活相談員まで  

電話   ：  ０４２－９８２－５０００   

ＦＡＸ  ：  ０４２－９８２－３３０２  

 

ホームページ  ：  http://seiryuen2-musashikai .com 

          （今後、変更となる可能性がございます） 

 

 

入所のお申し込みについては、施設での詳細な説明を受け

た上で、受け付けております。お気軽にご相談下さい。  

 

また、予約なしでのご来苑の場合は、対応が難しいことも

ございますので、事前にご予約を行った後、ご来苑いただ

きますようお願い致します。  

 

尚、待機期間中の介護相談や、様々な在宅サービス利用の

ご相談につきましては、お近くの地域包括支援センター、

もしくは、ご担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）

へお問い合わせ下さい。  

 



 

個人情報保護方針 

～ 第２清流苑における個人情報保護方針 ～ 

 

 

 

 

 

1.  個人情報を保護・管理する体制を確立し、情報を適切に管理し

ます。 

2.  個人情報の収集目的および利用範囲を利用者に明示します。 

3.  個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失・破壊・改ざん・

漏えいの予防に努めます。 

4.  個人情報の内容確認・利用の変更や訂正のお申し出には、調査

の上、適切に対応いたします。 

5.  個人情報保護に関する法令を遵守します。 

6.  個人情報の遵守規定を徹底させるために、教育活動および監視

を実施し、継続的な見直し・改善に努めます。 

7.  個人情報に関するお問い合わせは、生活相談員・事務所までお

申し出ください。 

令和７年４月１日 

地域密着型特別養護老人ホーム  第２清流苑 

施設長   佐島 愛 

当施設では、ご利用者に心優しい介護と安心を提供するために、個

人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。 

そこで、以下の保護方針に基づき職員一体となって、これまで以上

に個人情報保護に努めます。 



 

～ 個人情報の使用目的 ～ 

 

 

 

 

 

①  介護支援業務の遂行 

②  サービス担当者会議等での情報共有 

③  各サービス担当者、提携病院・歯科医院などとの情報共有 

④  研修・勉強会等における匿名下での事例発表 

⑤  国保連への介護サービス費請求等に必要な事務管理 

⑥  その他、官公庁等による法律法規上の照会時 

 

 尚、本人に生命の危機等重大な危険が迫っている場合等はこの限りではご

ざいません（救急病院への情報伝達など） 

 また、利用目的が変更される場合は、変更事由を説明し、同意をいただい

た上で利用変更します。 

令和７年４月１日 

地域密着型特別養護老人ホーム  第２清流苑 

施設長   佐島 愛 

 

当施設では、皆様に安心してご利用いただけるように、お預かり

させていただいた個人情報の使用目的について明示し、これを遵守

して参ります。 



 

 

 

 

 

 


